
選
挙
管
理
委
員
会

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正(

地

方

課)

一

再

掲

○
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

税

務

課)

二

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定

(

昭
和
四
十
五
年
八
月
四
日
福
岡
県
選
挙
管

理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
三
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

辺

俊

明

一

病
院

南
区
の
項
中

｢
を

｣

｢

に

｣

改
め
、

一

病
院

飯
塚
市
の
項
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、

一

病
院

柳
川
市
の
項
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
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二

老
人
ホ
ー
ム
の
項
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
条
例
第
三
十
七
号

福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
岡
県
税
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
十
九
の
四
第
四
号
中

｢

第
七
十
二
条
の
二
第
九
項
第
四
号
、
第
五
号｣

を

｢

第
七
十
二

条
の
二
第
十
項
第
五
号｣

に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
二
十
三
第
二
項
中

｢

住
宅
金
融
公
庫
、｣

を
削
り
、
同
条
第
四
項
中

｢

因
り｣

を

｢

よ

り｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

｢

同
法
同
条
第
二
項｣

を

｢

同
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
第
八
項
中

｢

本
条
中｣

を

｢

こ
の
条
に
お
い
て｣

に
、

｢

あ
わ
せ
て｣

を

｢

併
せ
て｣

に
、

｢

基
い
て｣

を

｢

基

づ
い
て｣

に
改
め
、
同
条
第
九
項
中

｢

基
い
て｣

を

｢

基
づ
い
て｣

に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
三
十
第
十
一
項
中

｢

住
宅
金
融
公
庫
か
ら
貸
付
け
を
受
け
た
者
で
住
宅
金
融
公
庫
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
六
号)

第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
若
し
く
は
産
業
労

働
者
住
宅
資
金
融
通
法

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
十
三
号)

第
七
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当

す
る
も
の
若
し
く
は
住
宅
金
融
公
庫
法
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け

(

施
行
令
で
定
め
る

も
の
を
除
く
。)

を
受
け
た
者｣

を

｢

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第

八
十
二
号)

第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
九
号
若
し
く
は
附
則
第
七
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は

第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
貸
付
け
を
受
け
た
者

(

住
宅
を
建
設
し
て
賃
貸
し
、
又
は
譲
渡
す
る
事
業
を
行

う
者
に
限
る
。)

｣

に
改
め
、

｢

い
ず
れ
か
若
し
く
は
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法｣

の
下
に

｢
(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
十
三
号)

｣

を
加
え
、

｢

住
宅
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の

貸
付
金｣

を

｢

当
該
貸
付
け｣

に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
三
十
五
の
四
中
第
十
一
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
十
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
九
項
を

第
十
項
と
し
、
第
八
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９

知
事
は
、
住
宅
街
区
整
備
組
合
が
住
宅
街
区
整
備
事
業
の
施
行
に
伴
い
施
設
住
宅
の
敷
地
を
取
得

し
、
又
は
施
設
住
宅
を
新
築
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
不
動
産
の
取
得
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
当

該
住
宅
街
区
整
備
組
合
の
組
合
員

(

参
加
組
合
員
を
除
く
。)

に
当
該
不
動
産
を
譲
渡
し
た
と
き
は

、
当
該
住
宅
街
区
整
備
組
合
に
よ
る
当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
に
係
る
地
方
団

体
の
徴
収
金
に
係
る
納
税
義
務
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
条
の
四
十
中

｢

八
百
九
十
八
円｣

を

｢

千
七
十
四
円｣

に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
�
中

｢

一
般
乗
合
用
の
も
の｣

の
下
に

｢
(

道
路
運
送
法

(

昭
和
二
十

六
年
法
律
第
八
十
三
号)

第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
路
線
定
期
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
を

い
う
。
以
下
自
動
車
税
に
つ
い
て
同
様
と
す
る
。)

｣

を
加
え
る
。

第
百
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中

｢

網
・
わ
な
猟
免
許
又
は｣

を
削
り
、
同
項
第
三
号
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を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

網
猟
免
許
又
は
わ
な
猟
免
許
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
で
、
次
号
に
掲
げ
る
者
以
外

の
も
の

八
千
二
百
円

四

網
猟
免
許
又
は
わ
な
猟
免
許
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
で
、
当
該
年
度
の
県
民
税
の

所
得
割
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
の
う
ち
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定

す
る
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
に
該
当
す
る
者

(

農
業
、
水
産

業
又
は
林
業
に
従
事
し
て
い
る
者
を
除
く
。)

以
外
の
者

五
千
五
百
円

付
則
第
五
条
の
二
中

｢

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改

め
る
。

付
則
第
八
条
第
三
項
中

｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣

に

改
め
、
同
条
第
五
項
中

｢

駐
車
場
法

(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
号)

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る

路
外
駐
車
場

(

複
数
の
階
に
設
け
ら
れ
る
も
の
、
地
下
に
設
け
ら
れ
る
も
の
又
は
施
行
規
則
で
定
め
る

特
殊
の
装
置
を
用
い
て｣

を

｢

道
路
交
通
法
第
三
条
に
規
定
す
る
大
型
自
動
二
輪
車

(

側
車
付
き
の
も

の
を
除
く
。)

又
は
同
条
に
規
定
す
る
普
通
自
動
二
輪
車

(
側
車
付
き
の
も
の
を
除
く
。)

の
駐
車
の

た
め
の
駐
車
場
法

(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
号)

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
路
外
駐
車
場

(

複

数
の
階
に
設
け
ら
れ
る
も
の
又
は
地
下
に｣

に
、

｢

中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び

商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号)

第
十
四
条
第
一
項

｣

を

｢

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
四
号)
第
十
七
条
第
一
項

｣

に
、

｢

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で｣

を

｢

平
成
十
九
年
四
月
一

日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で｣

に
改
め
、
同
条
第
九
項
中

｢

第
三
条
第
一
項｣
を

｢

第

四
条
第
一
項｣

に
、

｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣
に
改
め

、
同
条
第
十
項
中

｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、

同
条
第
十
一
項
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中

｢

も
の

(｣

の
下
に

｢

首
都
圏
整
備
法

(

昭
和
三
十
一
年

法
律
第
八
十
三
号)

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
既
成
市
街
地
、
近
畿
圏
整
備
法

(

昭
和
三
十
八
年
法

律
第
百
二
十
九
号)

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
既
成
都
市
区
域
又
は
中
部
圏
開
発
整
備
法

(

昭
和
四

十
一
年
法
律
第
百
二
号)

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
都
市
整
備
区
域
の
区
域
内
に
あ
る
も
の
を
除
く

。｣

を
加
え
、

｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で｣

を

｢

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
中
第
十
三
項
及
び
第
十

四
項
を
削
り
、
第
十
五
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
十
六
項
を
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
七
項
中

｢

平

成
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項

と
し
、
同
条
第
十
八
項
中

｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣

に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
五
項
と
し
、
同
条
中
第
十
九
項
か
ら
第
二
十
一
項
ま
で
を
削
り
、
第
二
十
二

項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
二
十
三
項
を
第
十
七
項
と
し
、
同
条
第
二
十
四
項
中

｢

第
二
十
六
項｣

を

｢

第
二
十
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
八
項
と
し
、
同
条
第
二
十
五
項
中

｢

港
湾
法｣

の
下
に

｢
(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

｣

を
、

｢

特
定
用
途
港
湾
施
設｣

の
下
に

｢
(

同
項
第
一
号
に

掲
げ
る
港
湾
施
設
に
限
る
。)

｣

を
加
え
、

｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
年
三
月

三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
九
項
と
し
、
同
条
第
二
十
六
項
中

｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十

一
日｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
項
と
し
、
同
条
第
二
十

七
項
中

｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
二
十
一
項
と
し
、
同
条
中
第
二
十
八
項
を
削
り
、
第
二
十
九
項
を
第
二
十
二
項
と
し
、
第
三
十
項

を
第
二
十
三
項
と
し
、
第
三
十
一
項
を
第
二
十
四
項
と
し
、
同
条
第
三
十
二
項
中

｢

平
成
十
九
年
三
月

三
十
一
日
ま
で｣

を

｢

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間｣

に
、

｢

五
分
の
一｣

を

｢

十
分
の
一｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
五
項
と
し
、
同
条
第
三
十
三
項
を
削

り
、
同
条
第
三
十
四
項
中

｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣

に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
六
項
と
し
、
同
条
第
三
十
五
項
中

｢

整
備
事
業
区
域｣

の
下
に

｢
(

そ
の

面
積
が
施
行
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の
に
限
る
。)

｣

を
加
え
、

｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日

｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
七
項
と
し
、
同
条
第
三
十
六

項
中

｢

係
る
整
備
事
業
区
域｣

の
下
に

｢
(

そ
の
面
積
が
施
行
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

｣

を
加
え
、

｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
一

年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
八
項
と
し
、
同
条
第
三
十
七
項
中

｢

平
成
十
九
年

三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
九
項
と
し
、

同
条
第
三
十
八
項
中

｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め

、
同
項
を
同
条
第
三
十
項
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

31

特
定
農
業
協
同
組
合

(

農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再

編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
八
年
法
律
第
百
十
八
号)

第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

特
定
農
業
協
同
組
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

が
他
の
特
定
農
業
協
同
組
合
か
ら

農
業
協
同
組
合
法
第
五
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
庁
の
認
可
を
受
け
て
行
う
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
信
用
事
業

(

同
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
事
業
を
い
う
。)

の
全
部
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の
譲
受
け
に
よ
り
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動

産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
不
動
産
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る

も
の
と
す
る
。

付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
中

｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
三

月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
年
三
月
三

十
一
日｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

｢

本
条｣

を

｢

こ
の
条｣

に
改
め
る
。

付
則
第
九
条
第
四
項
中

｢
前
項
中｣

を

｢｢

及
び
第
二
十
九
項｣

と
あ
る
の
は

｢

、
第
二
十
九
項
及

び
第
三
十
項｣

と
、
前
項
中｣

に
改
め
る
。

付
則
第
九
条
の
二
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

平
成
十
八
年
七
月
一
日
以
後
に
売
渡
し
等
が

行
わ
れ
た｣

及
び

｢

及
び
前
項｣

を
削
り
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

付
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
一
項
中

｢

平
成
二
十
年
度｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
度｣

に
改
め
る
。

付
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
一
項
中

｢

第
三
十
七
条
の
十
一
の
三
第
三
項
第
一
号｣

を

｢

第
三
十
七

条
の
十
一
の
三
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
保
管
委
託
契
約
に
基
づ
き
、
同
項
第
一
号｣

に
、

｢

次
項｣

を

｢

以
下
こ
の
項
、
次
項｣

に
、

｢

同
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
保

管
委
託
契
約
に
基
づ
き｣

を

｢

係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
替
口
座
簿
に
記
載
若
し
く
は
記
録
が

さ
れ
、
又
は
特
定
口
座
に｣

に
改
め
る
。

付
則
第
十
二
条
の
二
の
六
中

｢

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一

日｣

に
改
め
る
。

付
則
第
十
四
条
第
二
項
中

｢

付
則
第
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
自
動
車
等｣
を

｢
電
気
を

動
力
源
と
す
る
自
動
車
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の｣

に
、

｢

平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で｣

を

｢

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で｣
に

改
め
、
同
条
第
八
項
中

｢

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る｣

を
削
り
、

｢

同
法｣

を

｢

道
路
運
送
車
両
法｣

に
、

｢

、
第
三
項
、
第
五
項
、
第
六
項｣

を

｢

か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
項
、

第
七
項｣

に
、

｢

附
則
第
三
十
二
条
第
九
項｣

を

｢

附
則
第
三
十
二
条
第
十
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中

｢

、
第
三
項｣

を

｢

か
ら
第
四

項
ま
で｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中

｢

付
則
第
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定

す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率｣

と
い
う
。)

が
同

項
に
規
定
す
る｣

を

｢

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が｣

に
改
め
、

｢
(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

基
準
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率｣

と
い
う
。)

｣

を
削
り
、

｢

排
出
量
が
同
項｣

を

｢

排
出
量
が
付
則
第
九
条
の

三
第
二
項｣

に
、

｢

又
は
第
三
項｣

を

｢

か
ら
第
四
項
ま
で｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、

同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中

｢

内
燃
機
関｣

を

｢

次
に
掲
げ
る
特
定
自
動
車

(

内
燃
機
関｣

に
、

｢
(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

特
定
自
動
車｣

と
い
う｣

を

｢

を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ｣

に
、

｢

平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で｣

を

｢

平

成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で｣

に
、

｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
率｣

を

｢

当
該
特
定
自
動
車
が
バ
ス
、
ト
ラ
ッ
ク
そ
の
他
の
施
行
規

則
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
百
分
の
二
・
七
を
、
当
該
特
定
自
動
車
が
乗
用
車
そ
の
他

の
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
百
分
の
一
・
八

(

当
該
取
得
が
平
成
十
九
年
四

月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二)

｣

に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
特
定
自
動
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

イ

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

(

以
下
こ
の

号
に
お
い
て

｢

平
成
十
七
年
特
定
軽
量
車
基
準｣

と
い
う
。)

に
適
合
す
る
こ
と
。

ロ

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
特
定
軽
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

ハ

付
則
第
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率｣

と
い
う
。)

が
同
項
に
規
定
す
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

(

以

下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率｣

と
い
う
。)

に
百
分
の
百
二
十
を
乗
じ

て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
特
定
自
動
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

イ

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

(

以
下
こ
の

号
に
お
い
て

｢

平
成
十
七
年
特
定
重
量
車
基
準｣

と
い
う
。)

に
適
合
す
る
こ
と
。

ロ

窒
素
酸
化
物
又
は
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
特
定
重
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素

酸
化
物
又
は
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ
と
。
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ハ

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。

付
則
第
十
四
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

次
に
掲
げ
る
天
然
ガ
ス
自
動
車

(

専
ら
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自

動
車
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

の
取
得
に
対
し
て
課

す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
八
十
七
条
の
五
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同

条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
か
ら
百
分
の
二
・
七
を
控
除
し
た
率
と
す
る
。

一

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

車

両
総
重
量｣

と
い
う
。)

が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
天
然
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
同
法
第
四
十
一
条

の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
自
動

車
排
出
ガ
ス
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準

(

以
下
こ
の
条

に
お
い
て

｢

排
出
ガ
ス
保
安
基
準｣

と
い
う
。)
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

(

以
下
こ
の
号
に

お
い
て

｢

平
成
十
七
年
天
然
ガ
ス
軽
量
車
基
準｣

と
い
う
。)

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物

の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
天
然
ガ
ス
軽
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超

え
な
い
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

二

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
天
然
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十

一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た

排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

(

以
下
こ
の
号
に
お
い
て

｢
平
成
十
七
年
天
然

ガ
ス
重
量
車
基
準｣

と
い
う
。)

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
天

然
ガ
ス
重
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
も
の
で
施
行
規
則
で

定
め
る
も
の

付
則
第
二
十
五
条
第
一
項
中

｢

住
宅
金
融
公
庫
、｣

を
削
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
六
条
の
二
第
一
項

の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
五
条
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
四
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
二
条

改
正
前
の
福
岡
県
税
条
例
第
二
十
条
の
十
九
の
四
第
四
号
に
掲
げ
る
個
人
に
対
し
て
課
す
る

平
成
十
八
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
三
条

次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
改
正
後
の
福
岡
県
税
条
例

(

以
下

｢

新
条
例｣

と
い
う
。)

の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う

。)

以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の

不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
前
に
さ
れ
た
改
正
前
の
福
岡
県
税
条
例
第
二
十
条
の
二
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
家
屋

の
新
築
後
最
初
に
行
わ
れ
た
住
宅
金
融
公
庫
に
対
す
る
請
負
人
か
ら
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

(

自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
四
条

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対

し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
条
例
付
則
第
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
自
動
車
の
取
得
が
施
行
日
か
ら
平
成
十
九
年
八

月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中

｢

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
特
定
自
動
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の｣

と
あ
る
の
は
、｢

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
特
定
自
動

車｣

と
す
る
。

(

狩
猟
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
五
条

新
条
例
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
四
月
十
六
日
以
後
に
狩
猟
者
の
登

録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
る
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
た

者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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